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10月11日（火）まで

10月31日（月）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（平成28年９月
分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（平成28年８月期分）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法
人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（平成28年７月期）
２カ月延長法人（平成28年６月期）

④　消費税確定申告（１カ月ごと）（８月期）
⑤　消費税確定申告（３カ月ごと）（２、５、８、11月期）
⑥　法人の中間申告（半期・２月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき
１カ月ごと（８月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき
３カ月ごと（２、５、11月期）

①　源泉所得税には復興特別所得税を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）の終了日は各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例は適用後２年間継続が要件で
ある。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

会
　
　
計

リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
分

類
の
再
判
定
等
、引
き
続
き
検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、退
職
給
付
専
門
委

会
　
　
計

実
務
対
応
報
告
18
号
の
見
直
し
、

検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

去
る
９
月
８
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
83
回
退
職
給
付
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
も
前
回（
２
０
１
６
年
９
月

20
日
号（
№
１
４
５
７
）情
報
フ
ラ
ッ

シ
ュ
参
照
）に
引
き
続
き
、
リ
ス
ク

分
担
型
企
業
年
金
の
実
務
対
応
報
告

案（
以
下
、「
実
務
対
応
報
告
案
」と
い

う
）等
へ
の
コ
メ
ン
ト
対
応
が
検
討

さ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

退
職
給
付
制
度
の
分
類

他
の
退
職
給
付
制
度
か
ら
の
給
付

の
補
填
が
な
い
こ
と
が
、
確
定
拠
出

制
度（
Ｄ
Ｃ
）へ
分
類
さ
れ
る
リ
ス
ク

分
担
型
企
業
年
金
の
要
件
と
な
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
明
示
す
べ
き
と
の

コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
事
務
局
よ
り
、
リ

ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
に
お
い
て
、

給
付
の
増
額（
減
額
）調
整
が
生
じ
た

時
に
、
退
職
給
付
会
計
基
準（
以
下
、

「
基
準
」と
い
う
）５
項
の
Ｄ
Ｃ
に
分

類
さ
れ
る
他
の
退
職
給
付
制
度
に
お

い
て
、
お
お
む
ね
同
額
の
給
付
の
減

額（
増
額
）調
整
が
生
じ
る
よ
う
に
制

度
設
計
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該

リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
と
当
該
他

の
退
職
給
付
制
度
を
一
体
の
制
度
と

捉
え
て
、
基
準
５
項
の
確
定
給
付
制

度（
Ｄ
Ｂ
）に
分
類
す
る
旨
を
本
文
に

追
記
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

こ
の
点
、各
専
門
委
員
の
間
で
は
、

「
一
体
の
制
度
と
捉
え
る
」と
い
う
点

で
、
賛
否
が
分
か
れ
た
。

分
類
の
再
判
定
と
移
行
パ
タ
ー
ン

実
務
対
応
報
告
案
５
項
に
基
づ
き

分
類
を
再
判
定
し
た
結
果
、
Ｄ
Ｃ
か

ら
Ｄ
Ｂ
に
分
類
さ
れ
た
場
合
、
基
準

等
に
基
づ
い
て
会
計
処
理
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
事
務
局
よ

り
、
移
行
の
取
扱
い
を
追
記
す
る
場

合
の
案
が
次
の
と
お
り
示
さ
れ
た
。

案
１
：
新
た
に
基
準
５
項
に
定
め
る

Ｄ
Ｂ
を
採
用
し
た
と
き
に
準
じ
て
、

こ
れ
ま
で
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
退
職
給
付
債
務
お
よ
び
年
金
資

産
を
新
た
に
認
識
し
、退
職
給
付
債

務
か
ら
年
金
資
産
の
額
を
控
除
し

た
額
を
過
去
勤
務
費
用
と
す
る

案
２
：
こ
れ
ま
で
認
識
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
退
職
給
付
債
務
お
よ
び
年

金
資
産
を
新
た
に
認
識
し
、退
職
給

付
債
務
か
ら
年
金
資
産
の
額
を
控

除
し
た
額
を
一
時
の
損
益
と
し
て

処
理
す
る

こ
の
点
、
各
専
門
委
員
の
意
見
は

分
か
れ
て
お
り
、「
稀
な
ケ
ー
ス
に
言

及
す
る
必
要
は
な
い
」と
、
ど
ら
ら
の

案
も
支
持
し
な
い
声
も
聞
か
れ
た
。

去
る
９
月
８
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
91
回
実
務
対
応
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、実
務
対
応
報
告
18
号「
連

結
財
務
諸
表
作
成
に
お
け
る
在
外
子

会
社
の
会
計
処
理
に
関
す
る
当
面
の

取
扱
い
」（
以
下
、「
18
号
」と
い
う
）の

見
直
し
に
つい
て
、検
討
が
行
わ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

国
内
子
会
社
等
の
取
扱
い
の
明
確
化

国
内
子
会
社
ま
た
は
国
内
関
連
会

社
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
ま
た
は
修
正
国
際
基

準
を
適
用
し
て
い
る
場
合
の
連
結
財

務
諸
表
の
作
成
に
お
い
て
、「
国
内
子

会
社
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
を
適
用
す
る
場

合
」、「
国
内
関
連
会
社
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

を
適
用
す
る
場
合
」、「
国
内
子
会
社

ま
た
は
国
内
関
連
会
社
が
修
正
国
際

基
準
を
適
用
す
る
場
合
」に
つ
い
て
、

検
討
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
事
務
局
よ
り
、
い

ず
れ
の
場
合
も
18
号
を
適
用
で
き
る

よ
う
に
見
直
す（
ま
た
は
、
適
用
可

能
と
す
る
）こ
と
が
提
案
さ
れ
、
あ
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フラッシュ

グローバル会計
の視点

グローバル会計
の視点

非継続事業非継続事業

で
の
開
示
」と「
財
務
諸
表
の
本
体
で

の
表
示
」は
、
財
務
諸
表
の
利
用
者

に
と
って
大
き
な
違
い
と
な
る
。

一方
、
東
芝
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム
ズ

を
取
得
し
た
、
米
国
基
準
を
採
用
し

て
い
る
キ
ヤ
ノ
ン（
12
月
決
算
）は
、
企

業
結
合
会
計
に
従
っ
て
、
東
芝
メ
デ
ィ

カ
ル
シ
ス
テ
ム
ズ
の
株
式
を
実
際
の
取

得
日
で
は
な
く
、
期
首（
２
０
１
６
年

１
月
１
日
）に
取
得
し
た
と
仮
定
し

た
場
合
の
、
東
芝
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ

ム
ズ
の
損
益
を
含
め
た
連
結
の
数
値

（
売
上
高
、
当
期
純
利
益
な
ど
）を

注
記
で
開
示
す
る
こ
と
に
な
る（
日
本

の
公
正
取
引
委
員
会
は
キ
ヤ
ノ
ン
の

買
収
を
承
認
し
た
が
、
そ
の
他
の
国

で
の
競
争
法
の
審
査
が
終
了
し
て
承

認
さ
れ
、
キ
ヤ
ノ
ン
が
２
０
１
６
年
中

に
東
芝
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム
ズ
を
子

会
社
と
し
て
連
結
し
た
場
合
）。
こ

の
仮
定
の
数
値
は
プ
ロ
・
フ
ォ
ー
マ
と

呼
ば
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
・
フ
ォ
ー
マ
の

売
上
高
や
利
益
は
、
東
芝
メ
デ
ィ
カ

ル
シ
ス
テ
ム
ズ
の
損
益
が
１
年
間
を
通

じ
て
損
益
計
算
書
に
含
ま
れ
る
年
度

（
２
０
１
７
年
12
月
期（
キ
ヤ
ノ
ン
は

12
月
決
算
））と
比
較
で
き
る
こ
と
に

な
る
。
ち
な
み
に
、
日
本
基
準
で
も

同
様
の
開
示
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
来
年
の
東
芝
の
売
上
高
、

純
利
益
は
増
加
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

Ｖ
字
回
復
が
な
る
か
ど
う
か
、
見
守
っ

て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

長
谷
川　

茂
男（
中
央
大
学
専
門
職

大
学
院
特
任
教
授
）

計
上
さ
れ
な
い
。
東
芝
メ
デ
ィ
カ
ル
等

の
連
結
除
外
に
よ
って
、
連
結
に
含
ま

れ
る
子
会
社
の
範
囲
が
異
な
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
た
め
、
東
芝
は
、
東

芝
メ
デ
ィ
カ
ル
等
の
売
上
高
、
売
上
原

価
、
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
な
ど

の
す
べ
て
の
損
益
科
目
の
金
額
を
各

損
益
科
目
の
金
額
か
ら
控
除
し
、
そ

の
純
額
を「
非
継
続
事
業
か
ら
の
当

期
純
利
益
」と
し
て
表
示
し
、
東
芝

メ
デ
ィ
カ
ル
等
の
分
を
控
除
し
た
残

り
の
そ
の
他
の
損
益
の
純
額
を「
継

続
事
業
か
ら
の
当
期
純
利
益
」と
し

て
表
示
し
て
い
る
。
東
芝
メ
デ
ィ
カ
ル

等
の
損
益
の
純
額
は
１
行（
非
継
続

事
業
か
ら
の
当
期
純
利
益
）と
し
て

計
上
さ
れ
、「
継
続
事
業
か
ら
の
当
期

純
利
益
」の
内
訳
と
し
て
表
示
さ
れ

た
各
損
益
科
目
の
金
額
こ
そ
が
、
来

年
度
の
各
損
益
科
目
と
比
較
さ
れ
る

金
額
と
な
る
。

日
本
基
準
で
は
、
東
芝
メ
デ
ィ
カ

ル
等
の
損
益
科
目
の
数
値
が
注
記
で

開
示
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か

し
、「
非
継
続
事
業
か
ら
の
当
期
純
利

益
」の
表
示
は
要
求
さ
れ
ず
、「
注
記

東
芝
は
、
優
良
子
会
社
の
東
芝
メ

デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム
ズ
を
キ
ヤ
ノ
ン
に

６
、６
５
５
億
円
で
売
却
し
、
２
０
１
６

年
３
月
期
に
売
却
益
約
３
、８
０
０
億

円（
税
引
後
）を
計
上
し
た
。
キ
ヤ
ノ

ン
へ
の
直
接
の
売
却
で
な
い
こ
と
か
ら

子
会
社
株
式
の
売
却
益
の
２
０
１
６
年

３
月
期
の
計
上
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は

議
論
を
呼
ん
で
い
る
が
、
今
回
は
そ

れ
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
い
。
日

本
基
準
に
は
な
い
非
継
続
事
業
の
考

え
方
が
今
回
の
話
題
で
あ
る
。

米
国
基
準
を
適
用
し
て
い
る
東
芝

は
、
２
０
１
５
年
３
月
期
と
２
０
１
６

年
３
月
期
の
連
結
損
益
計
算
書
に

「
非
継
続
事
業
か
ら
の
当
期
純
利
益
」

（
東
芝
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム
ズ
な
ど

の
２
０
１
６
年
に
売
却
さ
れ
た
子
会

社（
以
下
、「
東
芝
メ
デ
ィ
カ
ル
等
」と

い
う
）に
関
す
る
損
益
）と
い
う
科
目

を
設
定
し
、
２
０
１
５
年
３
月
期
は

３
２
６
億
円
の
損
失
、
２
０
１
６
年
３

月
期
は
３
、７
０
９
億
円
の
利
益（
東

芝
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム
ズ
の
株
式
の

売
却
益
約
３
、８
０
０
億
円
を
含
む
）

を
計
上
し
て
い
る
。
こ
の
非
継
続
事

業
か
ら
の
損
益
表
示
の
目
的
は
、「
同

じ
企
業
の
年
度
間
の
損
益
」の
比
較

可
能
性
の
確
保
に
あ
る
。

２
０
１
６
年
３
月
期
の
東
芝
の
連

結
損
益
計
算
書
に
は
東
芝
メ
デ
ィ
カ

ル
等
に
関
す
る
損
益
が
含
ま
れ
て
い

る
が
、
来
年
度（
２
０
１
７
年
３
月
期
）

の
連
結
損
益
計
算
書
に
は
、
当
然
な

が
ら
、
東
芝
メ
デ
ィ
カ
ル
等
の
損
益
は

会
　
　
計

法
人
税
等
会
計
基
準
、税
効
果
適

用
指
針
と
分
け
て
先
に
公
開
草

案
へ
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

わ
せ
て
、18
号
の
報
告
名
か
ら
の「
在

外
」の
削
除
が
提
案
さ
れ
た
。

修
正
国
際
基
準
と
の
関
係

修
正
国
際
基
準
と
18
号
は
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
を
評
価
す
る
点
で
類
似
し
た
側

面
が
あ
る
た
め
、
整
合
性
を
図
る
べ

き
か
が
検
討
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
事
務
局
よ
り
、
修

正
国
際
基
準
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の

エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
が
終
了
し
て

い
る
次
の
項
目
の
う
ち
、
会
計
基
準

に
係
る
基
本
的
な
考
え
方
に
重
要
な

差
異
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
整
合
性

を
図
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

⑴　
の
れ
ん
の
非
償
却

⑵　
そ
の
他
の
包
括
利
益（
Ｏ
Ｃ
Ｉ
）

の
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
処
理

⑶　
公
正
価
値
測
定
の
範
囲

⑷　
開
発
費
の
資
産
計
上

⑸　
機
能
通
貨

こ
れ
を
前
提
に
検
討
し
た
結
果
、

⑵
に
お
け
る「
資
本
性
金
融
商
品
の

Ｏ
Ｃ
Ｉ
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
ノ
ン

リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
処
理
」、
⑶
に
お

け
る「
相
場
価
格
の
な
い
資
本
性
金

融
商
品
へ
の
投
資（
非
上
場
株
式
）に

関
す
る
公
正
価
値
測
定
」を
18
号
の

修
正
項
目
に
追
加
す
る
こ
と
が
提
案

さ
れ
た
。

ま
た
、
今
後
の
18
号
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

に
関
す
る
修
正
項
目
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

の
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
と
連
動

さ
せ
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
対
応

す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

去
る
９
月
９
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
３
４
４
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

権
利
確
定
条
件
付
き
有
償
新
株
予
約
権

第
90
回
実
務
対
応
専
門
委
員
会
で

の
議
論（
２
０
１
６
年
９
月
10
日
号

（
№
１
４
５
６
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参

照
）を
踏
ま
え
、「
①
勤
務
条
件
と
業

績
条
件
が
付
さ
れ
た
有
償
新
株
予
約

権
」と「
②
業
績
条
件
の
み
が
付
さ
れ

た
有
償
新
株
予
約
権
」に
分
け
て
、

検
討
が
行
わ
れ
た
。

①
・
②
と
も
、
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ

シ
ョ
ン
会
計
基
準
の
適
用
範
囲
に
含

め
、
付
与
日
以
降
の
将
来
の
労
働

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
対
す
る
対
価
と

し
て
報
酬
費
用
を
認
識
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
②
に
つ
い

て
は
、
企
業
が
付
与
日
以
前
の
過
去

の
労
働
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
対
す
る

対
価
と
し
て
付
与
し
て
い
る
こ
と
を

反
証
す
る
場
合
に
は
、
過
去
の
報
酬
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会
　
　
計

９
月
の
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
会
議
の
対
応

案
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専
門
委

と
し
て
、
報
酬
費
用
を
付
与
日
に
認

識
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
、
過
去
の
報
酬
と
し
て
、

報
酬
費
用
を
付
与
日
に
認
識
す
る
場

合
の
取
扱
い
は
、
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ

シ
ョ
ン
会
計
基
準
で
は
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
事
務

局
で
検
討
を
行
い
、
次
の
よ
う
な
整

理
が
示
さ
れ
た
。

①　
新
株
予
約
権
の
付
与
時
に
、公
正

な
評
価
単
価
に
付
与
し
た
新
株
予

約
権
の
数
を
乗
じ
て
公
正
な
評
価

額
を
算
定
す
る
。新
株
予
約
権
の
数

は
、権
利
不
確
定
に
よ
る
失
効
の
見

積
数
を
考
慮
す
る
。当
該
公
正
な
評

価
額
か
ら
発
行
に
伴
う
払
込
金
額

を
差
し
引
い
た
額
を
、報
酬
費
用
と

し
て
一
時
に
認
識
す
る
。

②　
業
績
条
件
が
達
成
さ
れ
る
可
能

性
が
高
く
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
る

場
合
、権
利
不
確
定
に
よ
る
失
効
の

見
積
数
に
つ
い
て
見
直
し
、見
直
し

後
の
数
に
よ
っ
た
公
正
な
評
価
額

に
基
づ
き
そ
の
期
ま
で
に
費
用
と

し
て
計
上
す
べ
き
額
と
、そ
れ
ま
で

に
計
上
し
た
額
と
の
差
額
は
、失
効

の
見
積
数
を
見
直
し
た
期
の
費
用

と
し
て
計
上
す
る
。

税
効
果
会
計

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
で
は
、
次
の
３
つ
の
会

計
基
準
・
適
用
指
針
の
検
討
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。

①　
「
税
効
果
会
計
に
係
る
会
計
基
準

の
適
用
指
針
」（
個
別
税
効
果
実
務

指
針
、
連
結
税
効
果
実
務
指
針
、
税

効
果
Ｑ
＆
Ａ
の
移
管
）

②　
「
中
間
財
務
諸
表
に
お
け
る
税
効

果
会
計
に
関
す
る
適
用
指
針
」（
中

間
税
効
果
実
務
指
針
の
移
管
）

③　
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

等
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
監
査
・

保
証
実
務
委
員
会
実
務
指
針
63
号

の
移
管
）

こ
れ
ら
は
本
来
同
時
に
公
表
す
る

予
定
で
あ
っ
た
が
、
③
は
文
案
の
審

議
も
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
分
離

し
て
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
事
務
局

か
ら
提
案
さ
れ
た
。
委
員
か
ら
も
賛

同
す
る
意
見
が
聞
か
れ
て
お
り
、
議

論
が
ま
と
ま
り
次
第
、
公
開
草
案
が

公
表
さ
れ
る
見
込
み
。

去
る
９
月
７
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
45
回
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、
９
月
29
日
に
ロ
ン
ド
ン

で
開
催
予
定
の
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
会
議
へ
の

対
応
を
検
討
し
た
。
予
定
さ
れ
て
い

る
議
題
は
、
次
の
と
お
り
。

⑴　
料
金
規
制
対
象
活
動

⑵　
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

・
測
定
―
Ｅ
Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｇ
ペ
ー
パ
ー

・
測
定
―
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
に
よ

る
提
案

・
財
務
業
績
と
測
定
の
連
携
―
Ａ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
ペ
ー
パ
ー

・
そ
の
他
の
包
括
利
益

⑶　
事
業
の
定
義

⑷　
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
近
況
報
告
と
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
会
議

の
議
題

⑸　
実
行
可
能
性
調
査（Feasibility 

Studies

）

⑹　
各
国
基
準
設
定
主
体
と
の
協
働

⑺　
各
国
基
準
設
定
主
体
と
の
協
働

お
よ
び
開
示
に
関
す
る
取
組
み

測
定
―
Ｅ
Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｇ
ペ
ー
パ
ー

Ｅ
Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｇ
が
作
成
し
た「
測
定

お
よ
び
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」に

つ
い
て
議
論
さ
れ
る
予
定
。
同
ペ
ー

パ
ー
で
は
、Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
公
開
草
案「
財

務
報
告
に
関
す
る
概
念
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
」の
測
定
基
礎
の
選
択
に
関

し
て
、「
企
業
の
財
政
状
態
と
業
績
の

両
方
を
報
告
す
る
た
め
に
有
用
な
測

定
基
礎
の
選
択
方
法
な
ど
の
ガ
イ
ダ

ン
ス
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

財
政
状
態
計
算
書
に
有
用
な
も
の
と

財
務
業
績
の
計
算
書
に
有
用
な
も
の

を
明
確
に
区
別
す
べ
き
」等
の
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
。
事
務
局
は
、
Ｅ

Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｇ
ペ
ー
パ
ー
の
方
向
性
を
支

持
す
る
分
析
を
示
し
た
。

測
定
―
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
に

よ
る
提
案

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
が
作
成
し

た
、
測
定
基
礎
を
選
択
す
る
際
に
考

慮
す
る
要
因
に
関
す
る
改
訂
文
案
に

つ
い
て
議
論
さ
れ
る
予
定
。
改
訂
文

案
に
お
い
て
、
測
定
基
礎
を
選
択
す

る
際
に
、
測
定
基
礎
が
財
政
状
態
計

算
書
と
財
務
業
績
計
算
書
の
両
方
に

お
い
て
生
み
出
す
情
報
を
考
慮
す
る

こ
と
が
重
要
と
し
て
い
る
点
に
つ
い

て
、
事
務
局
は「
財
務
業
績
計
算
書

の
測
定
基
礎
と
い
う
場
合
、
関
係
者

間
で
意
味
内
容
の
理
解
が
異
な
っ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
概
念
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
お
い
て
意
味
を
明

示
す
べ
き
」と
い
っ
た
分
析
を
示
し

た
。

監 

　
　
査

コ
ー
ド
策
定
を
め
ぐ
る
論
点
、検
討

─
金
融
庁
、監
査
法
人
Ｇ
Ｃ
検
討
会

去
る
９
月
12
日
、
金
融
庁
は
第
２

回
監
査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー

ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会（
以
下
、

「
検
討
会
」と
い
う
）（
座
長
：
関
哲
夫
・

㈱
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー

プ
取
締
役
）を
開
催
し
た
。

今
回
は
、
監
査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド（
以
下
、「
コ
ー
ド
」と
い

う
）策
定
を
め
ぐ
る
主
な
論
点（
案
）

が
次
の
と
お
り
示
さ
れ
、
主
に
１
、

２
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

１　
目
的

２　
執
行
お
よ
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
関

３　
業
務
運
営

４　
説
明
責
任

５　
そ
の
他

目　
的

具
体
的
な
項
目
と
し
て「
適
正
な

会
計
監
査
の
確
保
」、「
監
査
人
に
よ

る
適
正
な
職
業
的
懐
疑
心
の
発
揮
、

高
い
職
業
倫
理
・
独
立
性
の
保
持
に

よ
る
会
計
監
査
の
品
質
・
信
頼
性
の

確
保
」が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
に
関
し
て
メ
ン
バ
ー
か
ら
、「
目

的
で
は
な
く
、
コ
ー
ド
の
大
前
提
と

し
て
の
位
置
づ
け
な
の
で
は
」と
の

意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
関
座
長
は
、

「
監
査
法
人
が
組
織
と
し
て
ど
う
い

う
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
こ
こ
で
議
論
す
べ
き
」

と
の
見
解
を
示
し
た
。

ま
た
、「
開
放
的（
内
外
に
お
け
る

十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）な

文
化
の
保
持
」と
の
項
目
も
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
監
査

法
人
内
・
外
に
分
け
て
考
え
る
べ
き

と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

そ
の
他
、「
高
品
質
な
監
査
」に
つい

て
の
議
論
を
深
め
な
い
と
コ
ー
ド
が
抽

象
的
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
見

や
、
項
目
に「
人
材
育
成
」も
盛
り
込

む
べ
き
と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。
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フラッシュ

国
際
会
計

デ
リ
バ
ティ
ブ
と
ヘ
ッ
ジ
に
関
す
る

Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

執
行
お
よ
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
関

具
体
的
な
論
点
項
目
と
し
て「
監

査
法
人
の
運
営
に
対
す
る
外
部
の

第
三
者
の
関
与
」、「
外
部
の
第
三
者

メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
適
切
な
情
報
提

供
、
サ
ポ
ー
ト
」が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
メ
ン
バ
ー
か
ら

は
、「
監
査
法
人
は
必
ず
し
も
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
専
門
家
で
は
な
い
」と
し
て
、

去
る
９
月
８
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会
計

基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）の
公
開

草
案「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
ヘッ
ジ（
ト
ピ
ッ

ク
815
）
：
ヘッ
ジ
活
動
の
た
め
の
会
計

の
目
標
と
し
て
い
た
改
善
」を
公
表

し
た
。
本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
の
目
的
は
、
企

業
の
ヘッ
ジ
活
動
の
経
済
的
な
結
果
を

財
務
諸
表
に
よ
り
よ
く
示
し
、
実
務

で
問
題
が
存
在
し
て
い
る
分
野
の
ヘッ

ジ
会
計
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
適
用
を
単
純

化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
主
な
変
更
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①　
企
業
が
、よ
り
多
く
の
リ
ス
ク
管

理
活
動
の
た
め
に
ヘ
ッ
ジ
会
計
を

行
う
こ
と
を
認
め
る
た
め
に
、非
金

融
リ
ス
ク
と
金
融
リ
ス
ク
の
構
成

物
の
ヘ
ッ
ジ
会
計
を
拡
大
す
る

②　
ヘ
ッ
ジ
の
非
有
効
性
の
個
別
の

測
定
と
報
告
の
要
求
を
削
除
す
る

こ
と
で
、ヘ
ッ
ジ
の
結
果
の
作
成
と

理
解
の
複
雑
性
を
減
少
さ
せ
る

・「
ヘ
ッ
ジ
手
段
」と「
ヘ
ッ
ジ
対
象
」

の
価
値
の
変
動
の
間
の
ミ
ス
マ
ッ

チ
は
発
生
す
る
が
、別
個
に
報
告
さ

れ
な
い

・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
・
ヘ
ッ
ジ

と
純
投
資
の
ヘ
ッ
ジ
に
つ
い
て
は
、

有
効
性
の
評
価
に
含
ま
れ
る
ヘ
ッ

ジ
手
段
の
価
値
の
す
べ
て
の
変
動

は「
そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
」

と
し
て
繰
り
延
べ
ら
れ
、「
ヘ
ッ
ジ

対
象
」が
損
益
に
影
響
を
与
え
る
と

き
に
損
益
に
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
さ

れ
る

③　
「
ヘ
ッ
ジ
手
段
」と「
ヘ
ッ
ジ
対
象
」

の
影
響
を
調
整
す
る
た
め
に
、強
化

し
た
開
示
と
表
示
の
変
更
に
よ
り
、

ヘ
ッ
ジ
の
結
果
の
透
明
性
、比
較
可

能
性
、理
解
可
能
性
を
高
め
る

・「
ヘ
ッ
ジ
手
段
」の
公
正
価
値
の
変
動

を
、「
ヘ
ッ
ジ
対
象
」の
損
益
影
響
が

示
さ
れ
る
損
益
計
算
書
の
科
目
と

同
じ
科
目
で
表
示
す
る
要
求

・
個
々
の
損
益
計
算
書
科
目
へ
の
ヘ
ッ

ジ
会
計
の
影
響
に
焦
点
を
当
て
る

た
め
の
、現
在
の
表
形
式
の
ヘ
ッ
ジ

活
動
の
開
示
の
変
更

・
金
利
リ
ス
ク
の
公
正
価
値
ヘ
ッ
ジ
に

お
い
て
、償
却
さ
れ
る
残
余
の
ベ
ー

シ
ス
・
ア
ジ
ャ
ス
ト
メ
ン
ト
に
関

す
る
よ
り
多
く
の
情
報
を
投
資
家

に
提
供
す
る
新
し
い
開
示
の
要
求

・
ヘ
ッ
ジ
会
計
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
設
定
さ
れ
た
定
量
的
な
ヘ
ッ

ジ
の
ゴ
ー
ル
に
関
す
る
新
し
い
定

性
的
な
開
示
の
要
求

④　
実
施
す
る
ヘ
ッ
ジ
の
有
効
性
の

評
価
の
方
法
を
単
純
に
す
る
こ
と

で
、ヘ
ッ
ジ
会
計
を
適
用
す
る
費
用

と
複
雑
性
を
減
少
さ
せ
る

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
の
ヘ
ッ
ジ
会
計
と
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
ヘ
ッ
ジ
会
計
と
は
、

結
果
と
し
て
同
様
な
会
計
処
理
と
な

る
部
分
は
あ
る
が
、
本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
が

ヘ
ッ
ジ
の
非
有
効
性
の
概
念
を
消
去

し
た
こ
と
や「
ヘ
ッ
ジ
対
象
」の
公
正

価
値
の
変
動
の
損
益
計
算
書
で
の
表

示
の
し
か
た
な
ど
で
異
な
っ
て
い

る
。コ

メ
ン
ト
期
限
は
、
11
月
11
日
で

あ
る
。
適
用
日
は
未
定
で
あ
る
が
、

修
正
遡
及
法
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
新
し
い
開
示
・
変
更
さ
れ

た
開
示
と
新
し
い
ヘ
ッ
ジ
戦
略
の
指

定
は
、原
則
と
し
て
、将
来
に
向
か
っ

て
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
い
く
つ
か

の
特
定
の
一
度
限
り
の
移
行
規
定
が

あ
る
。

経理用語の豆知識
監査上の重要な発見事項

監査上の重要な発見事項について監査役等とコミュニ
ケーションを行わなければならないとされている。具体的に
は、①会計方針、会計上の見積りおよび財務諸表の開示を
含む、企業の会計実務の質的側面のうち重要なものについ
て監査人の見解、②監査期間中に困難な状況に直面した
場合はその状況、③監査の過程で発見され、経営者と協
議したかまたは経営者に伝達した重要な事項、④経営者が
要請した経営者報告書の草案、⑤監査の過程で発見され、
監査人が、職業的専門家としての判断において財務報告プ
ロセスに対する監査役等による監視にとって重要と判断した
その他の事項が挙げられている。
経営者との協議事項または伝達した重要な事項の例とし

て、①会計年度中に発生した重要な事象または取引、②経
営者の見解と相違がある重要な事項（当初は見解の相違が
あったが、追加的な関連する事実等により事後的には解決
したものは除く）がある。

サイバーセキュリティ対応

サイバーセキュリティは、サイバー空間を対象としたセキュ
リティの考え方のことであり、サイバー空間は、各種デバイス、
コンピュータ、ネットワークその他の電子化された世界である
ことから、電子化された情報資産がその保護対象となる。
サイバーセキュリティ対応を行う際に検討すべき事項とし

て、①職員等向け教育研修の実施状況・内容の確認・見
直し、②内部管理体制の確認・見直し、③事案発生時の
対応方法の確認・見直し、④情報の整理・所在の見直し、
⑤通信記録（ログ）の取得・分析等、が挙げられる。①は、
教育研修が不十分であると情報セキュリティに対する意識が
希薄になり、情報漏洩のリスク等が非常に高くなると考えら
れることから外部内部環境の変化に合わせた定期的な教育
研修の実施が必要であるとされている。②は、経営者、情
報セキュリティ担当者等が果たすべき役割を認識し実行する
ことが重要であるとされている。

外
部
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に

肯
定
的
な
意
見
が
聞
か
れ
た
。

関
座
長
か
ら
は
、「
コ
ー
ド
は
、
監

査
法
人
の
組
織
と
し
て
の
構
造
改
革

に
関
す
る
も
の
」と
の
発
言
も
あ
り
、

そ
れ
に
賛
同
す
る
声
や
、
構
造
改
革

の
た
め
に
人
事
体
制
の
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
が
重
要
だ
と
の
意
見
が
聞
か
れ

た
。
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フラッシュ特集

持続的成長を実現する

キャッシュ・フロー経営の重要性がいわれ始めてしばらく経つが、経営目標設定や予算管
理までCFで行っている場合は多くないのではないだろうか。しかし、「不正の芽を摘み、持
続的成長を可能にする真のCF経営」のためには、CF予算が必要不可欠である。そこで、予
算の精度向上、さらには予算の高度化を行い、CF予算を構築するための勘所を解説しても
らった。

不正の予防にも役立つ
CF予算の必要性と構築モデル
可視化し、正確性・迅速性を改善
予算精度向上のための７つのポイント
PL予算⇒資金予算⇒BS予算⇒CF予算
予算高度化のための４つのステップ

第1章

第2章

第3章

「キャッシュ・フロー予算」
の構築手法

児玉　厚（㈱スリー・シー・コンサルティング　公認会計士）

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2016年
9月8日

ASU公開草案「デリバティブと
ヘッジ（トピック815）：ヘッジ
活動のための会計の目標とし
ていた改善」

FASB

ヘッジの結果の透明性、比較可能性、理解可能性を高めるな
ど、企業のヘッジ会計の経済的な結果を財務諸表によりよく
示し、また、実務で問題のある分野におけるヘッジ会計のガイ
ダンスの適用を単純化するもの。コメント期限は、2016年
11月11日まで。
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_
C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPag
e&cid=1176168427518

2016年10月1日号
情報フラッシュ

金
　
　
融

外
債
購
入
よ
り
も
求
め
ら
れ
る

政
策
転
換

証
　
　
券

異
次
元
緩
和
政
策
は
ど
う
な
る
か
？

日
銀
が
外
債
を
購
入
す
る
案
が
浮

上
し
て
い
る
。
発
端
は
８
月
30
日
の

浜
田
宏
一
内
閣
官
房
参
与
へ
の
通
信

社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。
浜
田

氏
は
、
政
府
に
よ
る「
為
替
市
場
の

正
常
化
」を
主
張
し
、「
為
替
の
過
度

な
変
動
に
は
、
市
場
介
入
す
べ
き
」

で
は
あ
る
が
、
米
国
の
理
解
が
得
難

く「
も
う
少
し
穏
や
か
な
形
と
し
て
、

日
銀
が
外
債
を
買
う
こ
と
も
選
択

肢
」と
し
て
い
る
。

外
債
購
入
は
、
の
ち
に
安
倍
首
相

が
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
為
替
介

入
を
目
的
と
す
る
場
合
は
違
法
で
あ

り
、
現
実
的
な
政
策
と
は
い
え
ず
、

為
替
介
入
の
目
的
を
日
銀
が
否
定
し

た
と
し
て
も
、
米
国
を
は
じ
め
Ｇ
７

各
国
の
理
解
は
得
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
。
国
債
の
大
量
買
入
れ
の
限
界
も

念
頭
に
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
や
は
り
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
マ
ネ
ー
や
こ
う
し
た
外
債

購
入
と
いっ
た
テ
ー
マ
が
話
題
に
な
る

こ
と
自
体
、
日
銀
の
政
策
の
行
き
詰

ま
り
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
銀
に
よ
る
外
債
購
入
は
、
黒
田

氏
が
日
銀
総
裁
に
就
任
す
る
前
に
も

議
論
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
、政
府
・

日
銀
に
よ
る
円
安
誘
導
策
を
望
む
声

は
根
強
い
。
た
だ
本
来
、
為
替
市
場

は
相
手
国
が
あ
る
問
題
で
あ
り
、
世

界
的
に
デ
ィ
ス
イ
ン
フ
レ
の
流
れ
が

強
ま
る
状
況
下
で
、
自
国
通
貨
安
の

競
争
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
く
な
る

問
題
を
常
に
抱
え
て
い
る
。
こ
う
し

た
な
か
で
、
日
本
だ
け
の
事
情
で
円

安
誘
導
を
行
う
こ
と
自
体
、
非
現
実

的
な
政
策
だ
。

日
銀
の
中
曽
副
総
裁
が
９
月
８
日

の
講
演
で
、
２
％
の
物
価
目
標
を
達

成
で
き
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
、

原
油
価
格
の
下
落
、
消
費
税
率
引
上

げ
後
の
需
要
の
弱
さ
、
新
興
国
経
済

の
減
速
と
そ
の
も
と
で
の
国
際
金
融

市
場
の
不
安
定
な
動
き
を
挙
げ
て
い

る
。
こ
れ
だ
け
理
由
が
重
な
る
と
、

現
状
の
日
銀
の
緩
和
策
に
つ
い
て
、

本
来
有
効
だ
が
特
殊
要
因
が
あ
っ
た

た
め
未
達
成
に
な
っ
て
い
る
、
と
は

い
え
な
く
な
る
。

も
と
も
と
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ

タ
ー
ン
の
異
次
元
の
金
融
緩
和
策
で

あ
り
、
リ
タ
ー
ン
が
望
め
な
く
な
っ

て
も
、
リ
ス
ク
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
代
替
案
が
み

つ
か
ら
な
く
と
も
、
緩
和
縮
小
、
出

口
政
策
の
議
論
を
早
急
に
始
め
、
リ

フ
レ
派
が
主
張
す
る
金
融
政
策
偏
重

の
経
済
政
策
を
改
め
る
時
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
金
利
引
上
げ
は
９
月

に
実
施
さ
れ
る
の
か
、
判
断
材
料
と

さ
れ
る
８
月
の
雇
用
統
計
は
微
妙
な

結
果
だ
っ
た
。
株
式
市
場
は
気
迷
い

状
態
に
陥
り
、
上
下
動
を
続
け
て
い

る
。
米
市
場
の
気
迷
い
は
世
界
の
大

半
の
株
式
市
場
を
巻
き
込
ん
で
い

る
。
た
だ
、
日
本
の
株
価
は
為
替
相

場
に
影
響
さ
れ
る
た
め
、
円
相
場
が

は
っ
き
り
と
動
け
ば
、
世
界
の
株
価

の
大
勢
と
は
違
っ
た
動
き
と
な
る
こ

と
が
あ
り
得
る
。
日
本
株
は
円
高
に

な
れ
ば
下
落
し
、
円
安
で
あ
れ
ば
上

昇
す
る
。

米
利
上
げ
は
ド
ル
高
・
円
安
を
も

た
ら
す
た
め
、
日
本
の
株
式
市
場
は

米
利
上
げ
に
連
動
し
て
日
銀
が
さ
ら

な
る
金
融
緩
和
策
を
進
め
、
円
安
が

確
か
な
も
の
に
な
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
。
そ
の
日
銀
は
９
月
下
旬
に

金
融
政
策
決
定
会
合
を
開
く
。
そ
の

際
、
異
次
元
緩
和
と
い
う
、
こ
れ
ま

で
の
金
融
緩
和
政
策
の「
総
括
的
な

検
証
」の
結
果
を
公
表
す
る
と
し
て

い
る
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
主
軸
で
あ
る
日

銀
の
異
次
元
緩
和
政
策
は
、
株
式
市

場
の
意
表
を
突
く
形
で
黒
田
総
裁
の

決
断
で
決
定
さ
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ

る「
黒
田
バ
ズ
ー
カ
砲
」は
４
回
に
わ

た
り
放
た
れ
た
。
１
、２
回
目
は
円

安
、
株
高
を
も
た
ら
し
喝
采
を
浴
び

た
が
、
３
回
目
は
初
め
て
マ
イ
ナ
ス

金
利
に
踏
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
、円
高
、

株
安
と
な
り
、失
望
感
が
広
が
っ
た
。

４
回
目
は
７
月
に
放
た
れ
た
が
、
内

容
に
乏
し
く
効
果
が
な
か
っ
た
。

異
次
元
緩
和
政
策
の
限
界
は
明
ら

か
で
、
日
銀
が
ど
の
よ
う
な
総
括
を

し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
の
政
策
ス
タ

ン
ス
に
触
れ
る
の
か
、
市
場
関
係
者

で
な
く
て
も
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

黒
田
総
裁
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の

目
標
で
あ
る
２
％
の「
物
価
安
定
の

目
標
」を
で
き
る
だ
け
早
期
に
実
現

す
る
こ
と
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
大
き

い
と
発
言
し
て
お
り
、
量
・
質
・
金

利
の
３
つ
の
次
元
に
よ
る
金
融
緩
和

政
策
に
限
界
は
な
い
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
音
で
は
目
標
達
成
の
時

期
を
先
延
ば
し
続
け
て
き
た
こ
と
へ

の
責
任
追
及
、
金
融
政
策
へ
の
国
民

的
不
満
の
高
ま
り
を
警
戒
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

特
に
マ
イ
ナ
ス
金
利
に
な
っ
て
以

降
、
銀
行
や
金
融
資
産
運
用
業
か
ら

不
満
が
も
れ
て
き
た
こ
と
は
軽
視
で

き
な
い
。
一
方
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
な

の
に
株
式
配
当
を
目
指
す
株
式
投
資

の
動
き
が
強
ま
ら
な
い
の
は
不
思
議

で
あ
る
。
現
在
、
一
部
上
場
企
業
の

平
均
配
当
利
回
り
は
２
％
に
近
く
、

国
債
や
銀
行
預
金
に
比
べ
る
と
隔
絶

し
た
高
さ
に
あ
る
。
国
民
は
株
式
の

何
を
警
戒
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

金
融
緩
和
政
策
に
限
界
は
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
点
を
改
善
さ
せ
る
よ

う
な
策
を
考
え
て
ほ
し
い
も
の
だ
。


